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消費税率引上げに伴う建設発生土搬入料金等の改定 

及び料金振込みの取扱い等について （お知らせ） 
 

（１） 搬入料金等について 

① 建設発生土の搬入料金は、１０月１日の計量分から１０％の消費税率が適用されます。 

※ 新料金 ･･･税込＠１,１００/トン 

② 管理票の価格は、１０月１日の販売分から１０％の消費税率が適用されます。 

※ 新料金 ･･･税込＠２１０（１０枚一組） 

 

（２） ９月末現在の残トン数及び料金残高について 

① 現行料金（税率８％）により前納された搬入料金の残高で１０月１日以降に搬入可能となる

土量（残トン数）は、次の方法により換算いたします。 

換算後の残トン数 ＝ 
９月３０日現在の料金残高（残トン数×８％税込単価） 

引上後の税込単価（１０％適用） 

  

② 新料金により換算した契約ごとの残トン数･料金残高等については、９月末現在の搬入実績

に基づいて計算の上、書面（郵送）によりお知らせいたします。 

 

（３） 振込依頼書について 

① 現行料金（税率８％）による振込依頼書（受付番号が３桁のもの）は、１０月１日から使用

できません。 

② 新料金（税率１０％）の振込みは、換算後の残トン数･料金残高等のお知らせ（前記（２）

②の書面）と同封する新料金による振込依頼書（受付番号が４桁のもの【注】）に必ず差替え

てご使用願います。 

【注】 １０月第１週中の到着を予定していますが、１０月に入って早々の振込みを予定さ

れている場合は、当事業所までご連絡ください。 

 

（４） 下請会社等への情報提供について 

下請会社等を介して建設発生土を搬入される場合は、当「お知らせ」及び新料金による換算

後の残トン数･料金残高等に関するお知らせ（前記（２）②）を回付される等、消費税率の引

上げに伴う取扱いに関し下請会社等へ周知されますようお願いいたします。 

 

お問合わせ先 

阪南事業所 日野・薄田 

☎０７２－４３１－１７９３ 

 


